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EXPERT VIEW：外商投資企業における経営範囲超過規制の緩和 

 

中国の会社は、その営業許可証に経営範囲が明記されます。会社がこの経営範囲を超過して行う経

営活動は違法であり、また、この活動にかかわる契約はその効力が認められないと過去考えられて

きました。経営範囲による会社の活動規制は現在も存在するのですが、今回は、当該規制の意味を

現行法を前提にどのように考えるべきかについて、検討してみたいと思います。 

 

Q：当社（A社）は、2000 年に当社製品を中国で製造することを目的として、独資会社 B社を設立し

ました。B 社の経営範囲は、「○○製品、△△製品の製造及び自社製品の販売、アフターサービ

スの提供、上記製品に関する技術サービス及びコンサルタントの提供」とされています。 

この度、当社は、中国顧客向け製品を試作し、その性能、使用試験（中国のユーザーにおける試

験使用を含みます。）を実施した上で B社の製造・販売する製品にこれを加えるかどうかを検討・

決定する予定です。上記の製品は、B 社が現在製造する○○製品、△△製品とは関係がない製品

なのですが、中国現地での性能試験や中国のユーザーの試験使用の結果の収集及び分析等を、B

社の品質管理部門に有償で業務委託したいと考えています。B 社は、試作製品の輸入、ユーザー

への供給等にはかかわらず、上記の試験等の役務を提供するのみなのですが、B 社の経営範囲の

記載を超える業務に該当してしまうようにも思われます。B社を通じて、B社の顧問弁護士に意見

を聞いたところ、「本件の試験等の業務については、行政許可等の法規制が適用される業務でな

く、「改正会社法」施行後は、法的に問題とされる業務ではない。問題なく実施することができ

る。」との回答をいただきました。 

中国の会社は、営業許可証に記載される経営範囲の中でしか業務を行ってはならず、これを超過

する業務を行うことは違法であるとの説明を従前から受けていたのですが、「会社法」の改正に

より、上記の制度が変更されたのでしょうか？ 

 

A： まず、「会社法」の改正により、会社の経営範囲を超える経営活動が原則として適法とされた

という理解は、議論はあると思うものの、合理的な理解とは思われません。とりわけ、外商投

資企業については、上記のような行為について行政処罰を科すことを明記する行政解釈が存在

し、上記の理解により外商投資企業の経営活動の適法性の範囲を判断することは適当でありま

せん。 

他方で、経営範囲による会社の経営活動規制については、行政処罰を科することをもって規制

の法目的を実現するだけの合理性があることが必要です。刑事処罰や行政処罰は、国家権力に

よる財産権の侵害行為であり、その根拠となる法目的の実現の観点から抑制的に行使されるべ

きという抑止規範が常に適用されると考えることもできます。 

本ケースについていえば、B社の経営範囲の文理のみを厳格に解釈すれば、経営範囲を超過する

取引行為であり違法な経営活動に該当すると判断され、行政処罰が科される理論的なおそれが

あるともいえると思いますが、その結論は、やはり異常な感があります。本ケースでは、試作

に係る製品を B 社が将来導入することができるかどうかを B 社の親会社である A 社と共に検証

するという目的の下、その過程で生ずる B 社の役務に対して親会社がその費用相当の対価を支

払う取引のようです。このような B 社の事業の継続・発展にかかわる附帯的な取引行為をも経
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営範囲規制をもって行政処罰の対象とするという扱いは、やはり、行政処罰規制の目的を超え

た扱いと解釈することができるように思います。 

 

１ 経営範囲超過経営活動の法規制の変遷 

中国の会社等がその経営範囲を超えて取引行為を行った場合には、中国の古い議論では、当該

取引行為は、会社等の権利能力の範囲を超える契約（法律行為）であり、理論的に、法的効力

を認めることができない無効な行為であるという理解が有力に主張されていました。しかし、

1999 年 12 月 19 日に公布された「最高人民法院の『中華人民共和国契約法』の適用に係る若干

の問題に関する解釈（一）」第 10 条は、「当事者が経営範囲を超えて締結した契約について、

人民法院は、これにより契約を無効と認定しない。ただし、国が経営を制限し、及び経営を許

諾し、並びに法律、行政法規が経営を禁止する規定に違反した場合を除く。」と定め、上記の

ような取引も私法上の効力は、原則として否定されない、即ち、有効な契約として当事者を拘

束するという司法解釈が示され、これが現在、定着した解釈となっています。 

しかし、上記の私法上の契約の効力の問題と、経営範囲を超過した経営活動を行うことの違法

性の問題は別に考えることができ、契約は有効であるが、これを行った会社等は違法経営活動

をした事実をもって行政処罰等を科するという理解もありえます。上記の司法解釈が公布され

た時の「会社登記管理条例」第 71 条には、「審査承認され登記された経営範囲又は経営方式を

超えて経営活動に従事した場合には、会社の登記機関が是正を命じ、1 万元以上 10 万元以下の

罰金を併科することができる。事情が重大な場合には、営業許可証を取り消す。」と規定され

ており、明確に経営範囲を超過する経営活動を違法な経営活動とする旨が定められていました。 

上記の「会社登記管理条例」は、2006 年 1 月 1 日から施行された「改正会社法」とほぼ時期を

同じくし、2005 年 12 月 18 日に改正され、上記の旧法第 71 条の部分、即ち、経営範囲超過経営

活動に対する罰則に関する内容は削除されました。この削除改正は、同法の改正議論において、

①経営範囲超過経営活動を法により規制することは現実の経営活動に無用な法的制約を課すも

のであり、市場経済の原則に合わず、その抑制は私法上の扱いに任せればよく、②法の規制は、

国の許可等の経営取締規制に違反した場合を対象とすれば足りる等の意見を容れて行われたと、

一般的に説明されています。B社の顧問弁護士の見解は、上記の「会社登記管理条例」の改正経

緯を踏まえた見解のようです。 

 

２ 外商投資企業の経営範囲超過経営活動規制 

経営範囲超過経営活動に係る法規制の変遷は、前記のとおりなのですが、「契約法」に関する私

法解釈や、「会社登記管理条例」の改正により、外商投資企業についても、その経営範囲を超過

する経営活動は、当該経営活動が行政許可等の特別な法規制が適用されるようなものでないので

あれば、適法な経営活動であると解釈することができるでしょうか？そもそも外商投資企業は、

その投資プロジェクトの内容が「外商投資産業指導目録」等によって分類され、一定の投資プロ

ジェクトについては政策上の規制を受け、その成立については、事業の実行可能性研究報告書や

定款が認可機関の審査認可の対象文書とされる等、その経営範囲に関する法的及び政策的な規制

が中国の国内資本の会社と大きく異なります。仮に、外商投資企業が原則として経営範囲による

活動規制をなんら受けないとすると、一旦、会社を設立した後には、行政許可により規制される

経営活動を除き、自由にその事業内容を変容し、審査認可を受けていない事業についてもこれに

適法に従事することができるという解釈も可能となり、上記の行政機関による成立認可規制の意

義を実質的に喪失させてしまう可能性もあります。 

上記の点について、「改正会社法」及び「改正会社登記管理条例」施行後に、国家工商行政管理

総局及び商務部等の政府機関は、連名で「外国投資家が投資する会社の審査認可及び登記管理に

係る法律の適用の若干の問題に関する執行意見」を公布し、その第 27 条で次のように規定して、

行政解釈を示しています。 

「外国投資家が投資する会社が審査承認を受け登記された経営範囲を超えて、無断で『外商

投資産業指導目録』の奨励類、許可類のプロジェクトの経営活動に従事した場合には、会社

の登記機関は、『会社登記管理条例』第 73 条の規定を適用して処罰を科する。 

外国投資家が投資する会社が審査承認を受け登記された経営範囲を超えて、無断で『外商
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投資産業指導目録』の制限類、禁止類のプロジェクトの経営活動に従事した場合には、会社

の登記機関は、『審査承認を受け登記された経営範囲を超えて、無断で許可証又はその他の

認可文書を取得して従事しなければならない経営活動に従事した違法経営行為』と判断し、

『無許可経営調査取締弁法』の規定を適用し処罰を科することができる。犯罪を構成する場

合には、法により刑事責任を追及する。」 

上記の行政解釈は、外商投資企業の経営範囲超過経営活動は、一律に、行政処罰を受ける違法行

為であることを前提とするものです。更に、当該違法行為について、「外商投資産業指導目録」

の業種区分に従い、違法性が低く、奨励類及び許可類に属する場合には「会社登記管理条例」の

罰則を、制限類及び禁止類に属する場合には「無許可経営調査取締弁法」の罰則を科するという

ものです。 

上記の行政解釈については、「契約法」に関する司法解釈や、「会社登記管理条例」の改正によ

り、一律に会社の目的たる経営範囲の設定が行政取締規制を完全に排除する法的根拠とはならな

いという合理的な解釈を基礎とする点は適正であるといえるとしても、なぜに外商投資企業にお

ける経営範囲規制が政策的規範である「外商投資産業指導目録」の業種分類により行政処罰規定

の適用関係が定められることになるのか等、法的には、その理解の合理性に疑義のある部分もあ

ります。しかし、少なくとも、外商投資企業の経営範囲超過経営活動について行政処罰は適用さ

れないとする理解は適当ではない、という解釈の根拠となる規範とはいえそうです。 

 

２ 本ケースにおける考察 

本ケースでは、試作製品の試験等の役務提供が、「外商投資産業指導目録」のいずれの業種分類

に該当するのか確実に判断することが困難ですが、一般的には、制限類や禁止類には該当しない

取引行為であると推測されます。B社の経営範囲の記載が「上記製品に関する技術サービス及び

コンサルタントの提供」とされていることから、「上記製品」にかかわらない製品の試験等に関

する役務（サービス）の提供に係る取引行為は、その文理を厳密に解釈すると、経営範囲を超え

る取引行為として、「会社登記管理条例」第 73 条の規定による行政処罰、即ち、期限を定めた

登記（経営範囲の変更に関する変更登記）命令、期限を徒過して登記しない場合には 1万元以上

10 万元以下の罰金、事情が重大な場合には営業許可証の取消しといった行政処罰を科される理

論的おそれがあることになります。 

しかし、上記のように経営範囲の文理を常に厳格に解釈することを法は要求するでしょうか？会

社が事業を展開する場合には、事業の実施に附帯する範囲及び会社の将来の事業にかかわる範囲

で、厳密にいうと承認された経営範囲の記載を超える各種の取引行為や経営活動を行うことが不

可避的に生じてしまいます。こうした経営範囲超過活動は、弊職が知る限り、行政許可規制等の

規範に反するものではない限り、実際に行政処罰が科されるといったことはありません。これは、

①現実的な問題として上記のような活動を行政処罰で規制することにより行政取締りにより実

現する利益を実現することができないこと、②行政処罰はその規制目的との関係で抑制的に行使

されるべきであること、③上記の経営範囲超過経営活動の法規制の変遷に記載したように、経営

範囲超過経営活動に対する罰則を削除したことはこうした行為の抑止は私法上の調整にゆだね

ることが適当であるという考え方があること等が実際の理由なのではないかと思います。 

本ケースでは、試作に係る製品を B社が将来導入することができるかどうかを B社の親会社と共

に検証する過程で生ずる B 社の役務に対して親会社がその費用相当の対価を支払う取引のよう

です。このような B社の事業の継続・発展にかかわる附帯的な取引行為をも経営範囲規制をもっ

て行政処罰の対象とするという扱いは、やはり、行政処罰規制の目的を超えた扱いと解釈するこ

とができるように思います。B社の顧問弁護士は、おそらく、上記のような考えの下、「会社法」

の改正に伴い既に経営範囲超過経営活動については、行政処罰規制の適用を抑止的に行うという

考え方が示されており、本件のような行為を上記の観点から違法とし、行政処罰を科するという

扱いは、行政処罰規制の適用目的を超え許されるものでなく、実務的にもこのような事態は生じ

ない、という判断を説明したのではないかと思います。 

 

露木・赤澤法律事務所 

弁護士    赤 澤 義 文 

外国法研究員  封     震 
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WEEKLY DIGEST 

【経済】 

◆2012 年の中国GDP成長率 前年比 7.8%の伸び 

国家統計局の 18 日の発表によると、2012 年の中国の GDP 成長率は前年比+7.8%となり、2011 年の同+9.2%
から 1.4 ポイント低下した。四半期毎の推移では、第 3四半期に 7.4%と 7 四半期連続で減速したものの、
第 4四半期には 7.9%に回復し、2012 年は総じて穏やかな経済成長を遂げたとしている。2012 年通年の固
定資産投資は前年比+20.6%の 36 兆 4,835 億元と、伸び率は前年より 3.2 ポイント下落したものの、引き
続き 2桁台の高水準を維持した。2012 年の工業生産(付加価値ベース)は前年比+10.0%の伸びで、2011 年
の+13.9%から下落。2012年の社会消費財小売総額は前年比+14.3%の 20兆 7,167億元と、2011年の同+17.1％
から2.8ポイント下落したものの、引き続き安定した伸びとなった。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

◆2012 年中国の人口構成動向 生産年齢人口が初の減少 

国家統計局の 18 日の発表によると、2012 年末の中国の総人口は 13 億 5,404 万人となり、前年比 669 万
人増加し、自然増加率は 4.95‰と、2011 年末の 4.79‰を上回った。一方、15-59 歳の生産年齢人口は前
年比 345 万人減少して 9億 3,727 万人となり、初めて前年を下回った。総人口に占める年齢階層別の割合
を見ると、65 歳以上が前年比+0.27 ポイントの 9.4%(1 億 2,714 万人)、60～64 歳が前年比+0.59 ポイント
の 14.3%(1 億 9,390 万人)、15-59 歳が前年比▲0.60 ポイントの 69.2%となっている。同局は、生産年齢
人口の減少は 2030 年まで続くと見込んでおり、懸念されている労働力の減少による成長鈍化については、
今後、労働生産性の向上によって中国経済の持続的な成長を維持していくとの方針を示した。 

【産業】 

◆2012 年 12 月の 70 大中都市の住宅価格 前月比上昇が 54 都市に増加 

国家統計局は18日、2012年 12月の70大中都市不動産価格指数を発表した。新築商品住宅で価格が前月比上
昇した都市は70都市中54都市となり、11月の53都市からさらに増加した。価格が最も上昇した都市は広東
省の広州市で、前月比1.2%の上昇、その他、福州市(福建省)、深圳市(広東省)がそれぞれ同+1.1%、北京市同
+1.0%、上海市同+0.7%となっている。また、対前年同月比でも価格が上昇した都市数は 11 月の 25 都市から
40 都市に急増する等、新築商品住宅価格の上昇傾向が顕著となっている。なお、中古住宅の価格で前月比上
昇した都市数も 11 月の 35 都市から 46 都市に増加、対前年同月比でも 11 月の 18 都市から 25 都市に、いず
れも増加を示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JANUARY 23RD 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆2012 年末のネットユーザー数 前年比 5,090 万人増加の 5億 6,400 万人 

中国インターネット情報センター(CNNIC)が 15 日に発表
した統計報告によると、2012年末時点の中国のネットユ
ーザー数は前年比5,090万人(+9.9%)増加して5億6,400
万人に達し、ネット普及率は前年比 3.8 ポイント上昇し
て 42.1%となった。同センターによれば、近年、ネット
ユーザー数とネット普及率の伸びは縮小傾向にあるが、
携帯電話によるインターネットの利用者数は急増してお
り、前年比18.1%（6,440万人）増加の4億 2,400万人に
上り、ネットユーザー全体に占める割合も 2011 年末の
69.3%から 74.5%に拡大している。スマートフォン等のタ
ブレット端末の普及や無線 LAN の高速化が背景にあると
している。利用目的別のネットユーザー数の伸びでは、
電子メールの利用者数が前年比+2.0%の2億5,080万人と
低水準に留まった一方、「微博」と呼ばれる中国版 
ツイッターの利用者数は前年比+23.5%の 3億 861万人と引き続き高水準で推移、うち、携帯電話による「微
博」の利用者数は 2 億 200 万人と全体の 65.6%を占めた。また、インターネットショッピングの利用者数は
前年比+24.8%の2億4,202万人、うち携帯電話による利用者数は前年比+136.5%の5,550万人と急速に拡大し、
携帯電話がネットショッピングの普及を促している。 

 

【貿易・投資】 

◆2012 年 12 月の対内直接投資 前年同月比 4.5%減少、2012 年通年で前年比 3.7%の減少 

商務部は16日の定例記者会見で、2012年 12月の対内直接投資(実行ベース)が前年同月比▲4.5%の 117.0億

米ドル、新規に設立された外資企業数は同▲7.8%の 2,422 社と共にマイナスの伸びとなったことを明らかに

した。2012年通年では、実行額が前年比▲3.7%の 1,117.2億米ドル、企業数が前年比▲10.1%の 24,925社と、

いずれも前年割れとなった。産業別では、製造業が前年比▲6.2%の 488.7 億米ドル、サービス業が前年比▲

2.6%の 538.4 億米ドルと、製造業向け投資の減少が目立った。投資国・地域別では、アジア10ヵ国/地域が

前年比▲4.8%の 957.4億米ドルと落ち込む中、日本からの投資は前年比+16.3%の 73.8億米ドルと2桁台の伸

びを示した。また、EU 諸国全体で前年比▲3.8%の 61.1 億米ドルとマイナスに転じたものの、スイス、オラ

ンダ、ドイツはそれぞれ前年比+58.1%、同+49.1%、同+29.5%と大幅に増加している。また、米国からの投資

は前年比+4.5%の 31.3億米ドルとプラスの伸びを維持した。2012年の動向について、同部は、コスト引き下

げを目的に生産拠点を中国から海外に移す企業はあるものの、大規模な移転は見られないと分析し、2013年

も引き続き外資導入規模の安定的な拡大を図っていくとの方針を示した。 

 

【金融・為替】 

◆人民銀行 2013 年金融工作会議開催 貸出の適度な増加、人民元クロスボーダー利用拡大を推進 

中国人民銀行は10日～11日、金融工作会議を開き、2013 年の人民銀行の主要任務として、金融政策、金融

改革、クロスボーダー人民元業務、金融市場の発展、金融リスクの監視、外貨管理改革、金融サービスの現

代化、経済・金融政策の国際協調の 8つの分野に取り組むことを明らかにした。金融政策については、穏健

な金融政策を継続するとし、貸出総量と社会融資規模の適度な増加によって実体経済の下支えを図るとの方

針を示した。また、クロスボーダー人民元業務については、①クロスボーダー貿易の人民元決済の手続と審

査手順の簡素化、②香港等のオフショア人民元市場の発展支援を通じた海外での人民元利用の拡大、③個人

向けクロスボーダー人民元業務の展開、④人民元適格海外機関投資者(RQFII)制度の試行推進、適格国内個人

投資家(QDII2)制度の試行に向けた準備、⑤二国間通貨スワップの推進を通じて、クロスボーダー人民元決済

の拡大を図っていくことを強調した。 
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（資料）中国外貨取引センター、中国人民銀行、上海証券取引所資料より三菱東京 UFJ 銀行国際業務部作成 

 

 

～狭いレンジでの推移が継続する見込み～ 

今週の中国人民元は6.21 台での取引に終始した。中国人民銀行が設定する対ドル基準値は6.27 前後とこれまで

よりやや人民元高水準であり、15日には5月以来となる6.2691まで切り上げられた。だが、15日の人民元の上昇

幅は基準値比0.89%に留まり、人民元が買い進まれる展開にはならなかった。一方6.21台後半では底堅く、人民元

は狭い値幅での推移となった。 

今週は経済指標の発表が相次いだ。12 月の鉱工業生産や小売売上高が市場予想を上回る伸びとなったほか、第 4

四半期 GDP 成長率も市場予想、前回値共に上回っており、景気の底打ちをうかがわせる結果となった。また、同時

に発表された2012 年通年の GDP 成長率は 7.8%となった。政府目標である7.5%は上回ったものの、2011 年の 9.3%

からは大きく鈍化し、約13年ぶりに8%を割り込んでいる。中国国家統計局は、GDPへの伸び率の寄与度は、消費が

4.1%、投資が3.9%、純輸出が▲0.2%だったと発表しており、世界景気の鈍化を受けた輸出の低迷がGDPを押し下げ

ている。中国は投資依存型経済であり、GDP における投資の寄与度が大きい。新政権は経済成長の「質の向上」を

重視するとしており、「内需の拡大」にも重点をおく旨を明らかにしている。今後どのような策を講じてくるかが

注目されよう。 

来週は現水準での推移を見込む。相場が許容幅上限で膠着する状況はかなり改善されており、これまでのように

基準値の設定水準につれて上下する値動きにはなっていない。人民元は狭いレンジでの推移が継続しそうだ。 

（1月18日作成）（市場企画部市場ソリューション室 グローバルマーケットリサーチ） 
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